
  

経営者の皆様のもとには、すでに住民税の納付書が届いている事と思います。 

「あれ？高いな？」 「間違っていない？」 と感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか？ 

 

そこで、今回は住民税についておさらいしてみたいと思います。 

 

個人の都府県民税と区市町村民税はあわせて、一般に「個人住民税」と呼ばれています。 

都府県、区市町村が行う住民に身近なサービスに必要な経費を、住民のその能力（担税力）に応じて広く分担して

もらうものです。 

 

個人の住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等

割」、預貯金の利子等に課税される「利子割」、一定の上場株式等の配当に課税される「配当割」、源泉徴収口座内

の株式等の譲渡益に課税される「株式等譲渡所得割」からなっています。 

 

東京都を例にとってみると、所得割と均等割については、１月１日現在、都内に住んでいる方が課税対象で、各区

市町村が都民税と区市町村民税とを合わせて徴収します。 

 

１．納める額は？ 

  ①所得割額： （前年の総所得金額等－所得控除額）×税率－税額控除額 

 
  

  （注意）平成19年度に、国（所得税）から地方（住民税）へ 

   税源移譲が行われたことに伴い、平成19年度から、都民税             

   と区市町村民税を合わせて一律10%の税率となりました。 

 

  

  ②均等割額： 都民税額（1,000円）＋区市町村民税額（3,000円） 

 

２．納める時期と方法は？ 

  ①給与所得者以外： 区市町村から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めます。（普通徴収） 

  ②給与所得者：    6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされます。（特別徴収） 

 

３．申告はどのように？ 

  毎年3月15日までに、前年1年間の所得を1月1日現在の住所地の区市町村に申告します。 

  但し、所得税の確定申告をされた方は申告の必要はありません。  

  
  ◆ 経理・会計の情報ポータルサイト    
      らくらく経理事務！   http://keiri－jimu.srv7.biz 
   
  ◆ スタッフブログ更新中！   
            経理請負人の日々   http://blog.plus-management.jp 
   
  ◆ 当社の最新情報が満載！ 
            プラスマネジメントホームページ    http://www.plus-management.jp 
 

「羽の情報便」メルマガ版も以下サイトからお申し込みいただけます。“羽の情報便”で検索してください。 
■まぐまぐ！（http://www.mag2.com/） ■melma！（http://melma.com/） 

  当社の運営サイトのご紹介 

 

課税所得金額 
都民税 区市町村民税 

一律 4% 6% 

税率 



■ 馬券税 

昭和17年に馬券に金額の10%を課するとともに、勝馬の払戻金にも10%が課税される

馬券税がありました。時代は流れ、今から5年程前に横浜市が市内にある2ヵ所の場

外馬券場で賦課する「場外馬券税」が発案されましたが総務省の同意が得られず断

念しました。  

■ 領外婚姻税 

11～12世紀のフランスでは「領外婚姻税」があり、女性が他の領主の下にいる男性と結婚する場合

に、嫁入道具の価格に2.5～5％の税率で課税していました。労働力が流失することを嫌ってできた税

金と言われています。 

おもしろ税金ものがたり（12） 

毎月お使い頂いている電気の使用量・使用時間・方法等を適切な使用の契約に見直すサービスです。 

電力会社への複雑な申請作業は、弊社が全て代行しますのでご安心ください。 
 

 

 

 

 

 

 

とにかく電気代削減診断（無料）だけでも当社にお任せください。 

その後、契約変更するか否かは、お客様のご判断です。 

   

 

   

歴史に残る、今では笑える税金の実話です！ 

 

7月（市町村の条例で定める日） 

 固定資産税（都市計画税）の第2期分の納付 

 

7月10日（木） 

 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

 

7月15日（火） 

 所得税の予定納税額の減額申請 

7月31日（木） 
 

 個人の道府県民税および市町村税の特別徴収税額の通知 

 

 ５月決算法人の確定申告＜法人税・消費税・地方消費税・ 

 法人事業税・法人住民税＞ 

 

 11月決算法人の中間申告＜法人税・消費税・地方消費税・ 

 法人事業税・法人住民税＞（半期分） 

 

 ２月、５月、８月､11月決算法人の３月ごとの期間短縮に係る 

 確定申告＜消費税・地方消費税＞ 

契約種別 従量電灯＋低圧電力 

年間の電気料 ６１０，１７２円／年 

合理化前 

契約種別 低圧高負荷契約 

年間の電気料 ３７２，７５２円／年 

合理化後 



 個人事業の場合、事業資金とプライベートのお金が混在しがちですが、必要経費を正確に定義すると、「収入獲得のた

めに必要な販売費、管理費、その他の費用」ということになり、事業の収入獲得のために必要なものかどうか？が判断基

準になります。今号では、以下判断に迷いそうなものをいくつかピックアップしてみましたので参考にしてください。 

 

・自宅家賃、水道光熱費 

 自宅を事業で使用している場合、事業の使用面積割合に応じて必要経費にできます。 

・所得税、住民税、事業税、自宅の固定資産税 

 事業税は、全額必要経費とできますが、所得税と住民税は認められません。 

 自宅の固定資産税は、事業の使用面積の割合に応じて必要経費にできます。 

・国民年金、国民健康保険税 

 必要経費にはなりません。所得控除として申告できます。 

・作業服、スーツ代、靴代 

 作業服や安全靴など業務上必要な服飾品は必要経費とできます。プライベートでも身に付けるスーツや革靴  

 などは認められません。スーツの胸元に屋号を刺繍するなどすれば必要経費とすることも可能です。 

・車両関連費 

 自動車の減価償却費、修繕費、高速代、ガソリン代は、事業で使用している割合分が必要経費になります。 

・英会話学校、スポーツクラブ 

 業務上、外国人との接客が必要で英会話が不可欠と判断される場合は、必要経費として認められる可能性が 

 あります。スポーツクラブについては、特別なケースを除き事業に必要なものとは判断されません。 

・駐車違反の罰金、レッカー代 

 業務上の理由で駐車違反をした場合、レッカー代は必要経費とできますが、罰金は認められません。 

・事業借入金 

 借入金の返済額のうち、利息については必要経費となりますが、元金の返済額はなりません。 

・町内会費 

 自宅を事業としている場合は、使用割合について必要経費となります。事業用の店舗や事務所の場合は、 

 全額必要経費となります。尚、ロータリークラブのような個人的な趣旨のものは認められません。 

・延滞税など税金のペナルティ 

 所得税の延滞による利子税は、事業所得、不動産所得、山林所得に対する金額のみ必要経費になります。 
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夏休みももすぐやってきます。 

お仕事頑張りましょう！ 

会計経理事務コストを大幅カット！ 
 －記帳作成・決算処理からカウンセリングまで、事業をサポートし、確定申告の負担を解消いたしますー  

 

◆記帳代行サービス料金 
  個人 ： 入会金 １０，５００円    月額 ５，２５０円～   決算月 １０，５００円～ 

                                       （青色申告のみ） 

  法人 ： 入会金 １０，５００円～  月額 １３，６５０円～  決算月 ５２，５００円～ 

        ※個人・法人ともに入会金は初年度のみ頂戴いたします。 
  

◆伝票仕訳・貼付サービス料金 
  月額 ５，２５０円～   

             ※ 領収書、レシートの仕訳け・貼り付け 

            ※ 試算表作成（ご希望の方） 

            ※ 決算報告書の作成 

・会社名 ：     プラスマネジメント株式会社  

・設 立：      平成17年7月 

・資本金 ：     １０００万円 

・業務内容 ：    経理・記帳代行業務    

          経理事務派遣業務 

          生命保険の募集に関する業務 

          光熱費削減に関するコンサルティング 

・住所 ：         〒110-0016 東京都台東区台東1-33-6  

          セントオフィス秋葉原８Ｆ 

・連絡先 ：     電話0120-979-987 /  Fax03-5818-3766 

            info@plus-management.jp   

             http://www.plus-management.jp 


